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令和元年労第２３３号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

労働基準監督署長（以下「監督署長」という。）が平成３０年１月３１日付けで

再審査請求人（以下「請求人」という。）に対してした労働者災害補償保険法によ

る療養補償給付を支給しない旨の処分を取り消すことを求める。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、平成２２年６月１日、Ａ所在の法人Ｂに雇用され、施設（以下「施

設」という。）Ｃにおいて、介護補助業務に従事していた。 

２ 請求人によると、シーツ交換、食器洗い、清掃、洗濯物を畳む等の業務に従事

することにより、腕と腰に痛み等が生じた（以下「本件災害」という。）という。

請求人は、平成２９年６月５日、Ｄ医療機関に受診し、「頚肩腕障害、腰痛症」

（以下「本件傷病」という。）と診断された。 

３ 本件は、請求人が本件傷病は本件災害によるものであり、業務上の事由による

ものであるとして療養補償給付を請求したところ、監督署長はこれを支給しない

旨の処分（以下「本件処分」という。）をしたことから、本件処分を不服として

同処分の取消しを求める事案である。 

４ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査

請求をしたところ、審査官が平成３１年３月２８日付けでこれを棄却する旨の決

定をしたことから、更にこの決定を不服として本件再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

 １ 請求人 

  （略） 

 ２ 原処分庁 

  （略） 

第４ 争  点 

請求人に発症した本件傷病が、業務上の事由によるものであると認められるか。 
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第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

１ 当審査会の事実認定 

 （略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、本件傷病は本件災害によるものと主張しているので、以下検討す

る。 

  ア 本件災害に係る請求人の申述等をみると、腰痛症等災害発生報告書におい

て、「平成２９年５月、午前１０時５０分頃、単独でシーツ交換していた時、

シーツ交換の瞬間に腕と腰に激痛が走った。３週間、我慢したが痛みがだん

だんひどくなり我慢できずに病院に行き受診した。」旨を、本件療養補償給

付請求書においては、「シーツ交換等の業務に従事することで、腕と腰に痛

みが生じていた。平成２９年５月１０日に痛みの他に指先が痺れ、周囲の職

員にも痛みを伝えていた。」旨を記載しているところ、聴取書では、「平成

２９年５月１０日は人手が足りなかったので１人でシーツ交換を行った。そ

の際、固定式ベッドを動かそうとしたところ、腰が痛くなった。また、シー

ツを奥に挟むため右手を伸ばしたところ、右肩から右腕に痺れがはしった。

１人では無理だと思い、副主任に痛いことを伝えた。被災してすぐにＤ医療

機関に電話し、施設長に無理にお願いしてもらい、平成２９年６月５日に予

約できた。」旨申述している。 

  イ 一方、副主任は、「請求人は、当初より、首や腰、腕が痛いと言っていた。

請求人から、受傷当日に受傷したという話は聞いていない。」旨申述してい

る。また、施設長は、「請求人の仕事は、基本的には１人でできる作業であ

り、施設の他の作業場では同じ作業を１人で行っている。請求人は、１日５

名分のシーツを交換していた。請求人が頚椎椎間板ヘルニアの手術をされて

いたこともあり、日頃から『首や腰が痛い、腕が疲れる。』と訴えていたの

で、２人作業になるよう配慮していた。シーツ交換時に請求人がどこかを痛

めたという話は聞いていない。施設内において、怪我や事故などの問題があ

れば、主任に報告があるが、主任から請求人が被災したとの報告はなかった。」

旨申述している。 
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  ウ 上記のとおり、本件災害に係る請求人の申述等については、本件療養補償

給付請求書、腰痛症等災害発生報告書及び本件審査請求に係る聴取書におけ

る災害発生状況等の内容には変遷が認められ、曖昧な点も多く、請求人と施

設関係者との申述等にも齟齬があり、災害発生日時の特定すらできないこと

から、改めて一件記録を精査するも、請求人が主張する災害の事実があった

ことを認めるに足りる資料は認められず、本件傷病は、災害性の原因による

ものと認めることはできない。 

  エ なお、請求人は、令和元年１１月２９日付け意見書を提出し、本件災害発

生日を平成２９年５月１０日から同月１１日に変更すると主張している。し

かし、同意見書をみても、請求人の災害発生日やその状況等に係る申述が曖

昧であることに変わりはなく、請求人の主張を採用することはできない。 

オ 以上から、本件傷病は本件災害によるものとは認められない。 

（２）請求人が日頃から首や腰、腕が痛いと施設関係者に訴えていたと認められる

ことから、「業務上腰痛の認定基準等について」（昭和５１年１０月１６日付

け基発第７５０号。以下「腰痛の認定基準」という。）及び「上肢作業に基づ

く疾病の業務上外の認定基準について」（平成９年２月３日付け基発第６５号。

以下「上肢障害の認定基準」という。）により、以下検討する。 

ア 腰部に負担のかかる業務について 

請求人が従事していた業務は、①食器洗浄、②シーツ交換（１日５名分）、

③紙おむつを倉庫から出し、各居室、トイレへの配置、④居室清掃（掃除機）、

⑤昼食の配膳、食事介助、⑥洗濯物を畳む等の作業（以下「請求人の業務」

という。）であるが、いずれも腰部への負担が特に大きな業務であるとはい

えず、腰痛の認定基準に定める腰部に過度の負担のかかる業務であったと認

められない。 

イ 上肢等に負担のかかる作業について 

請求人の業務のうち、請求人が特に上肢等に負担がかかる作業としている

のは、上記①と②の作業である。請求人は、同業務に相当期間従事したもの

と認められるが、①は、約２０名分のコップ及びお茶碗を朝と昼の２回洗う

もの、②は、１日５名分のシーツ交換を行うものであり、上肢障害の認定基

準に定める過度な作業量や長時間の作業であったとは認めらない。 

ウ 医学的見解について 
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（ア）Ｅ医師は、平成２９年１２月２５日付け診断書において、請求人の傷病

名を「頚肩腕障害（非特異的障害＋特異的障害（右肩腱板損傷・右上腕骨

外側上顆炎・頚椎椎間板ヘルニア）の混合）、腰痛症」とした上で、要旨、

「一般的に考えられる発症原因：頚肩腕障害は、上肢、肩頚部に特定の負

荷がかかることにより生じ、介護・看護等に従事する労働者において発生

リスクが高いとされている。腰痛も抱え上げ、持ち上げ、不良姿勢などが

原因となることが多く、介護労働者に多発している。」、「従事作業との

因果関係：平成２２年から施設において業務を行っており、蓄積した筋疲

労があった可能性があり、シーツ交換を１人で行った時、シーツを強く引

っ張った直後に右肩の強い痛みを生じていることから、右肩腱板損傷は、

この作業が原因と考えるのが妥当である。非特異的頚肩腕障害と腰痛も休

業治療と運動器リハビリによって症状改善、所見も軽快していることから

因果関係があると考えられる。」、「既往症（頚肩腕症候群、頚椎椎間板

ヘルニア）との関連性：一旦改善し、特に支障なく仕事ができていた。今

回の直接原因は、シーツ交換時の強い負荷がきっかけで、蓄積疲労症状が

顕在化したもので、既往症との関連はないと考えられる。」と述べ、また

Ｆ医師は、平成２９年１２月１２日付け診断書において、請求人の傷病名

を「頚椎椎間板ヘルニア、胸郭出口症候群」とした上で、要旨、「一般的

に考えられる発症原因：５月上旬のシーツ交換」、「従事作業との因果関

係：あり」、「既往症（頚肩腕症候群、頚椎椎間板ヘルニア）との関連性

：あり」と述べている。 

（イ）一方、Ｇ医師は、平成２９年１２月１３日付け診断書において、請求人

の傷病名を「頚椎椎間板ヘルニア」とした上で、要旨、「従事作業との因

果関係：判断不能である。」、「既往症（頚肩腕症候群、頚椎椎間板ヘル

ニア）との関連性：一旦治癒していたため直接の関連はないと思われる。」

と述べ、また、Ｈ医師は、平成３０年１月２３日付け意見書において、要

旨、「上肢作業量の増加、時間の長期化など特段の変化を伴っておらず、

業務と頚肩腕症候群の発生に因果関係を認めない。」と述べている。 

（ウ）Ｉ医師は、平成３１年２月２０日付け意見書において、要旨、「頚椎に

ついては、Ｃ４／５、Ｃ５／６の頚椎椎間板ヘルニアの既往があり、手術、

頚椎椎弓形成術を受けている。今回の労災申請後の単純Ｘ線、ＭＲＩにつ
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いては、受傷前の画像と比較して、悪化を認めず、新規の骨傷等の外傷性

変化を認めない。頚部については、介護補助業務であり、頚部に負担のか

かるものではなかった。また、頚椎椎弓形成術後には頚部痛が８０％程度

起こることが知られている。腰部に関しては、画像所見などないことから

詳細は不明であるが、自覚症状が主であり、労務との関連がなくても腰痛

は起こり得る。頚部と腰部の痛みに関して勤務との相当因果関係は認めら

れない。」と述べている。Ｉ医師の意見は、上記のＥ医師、Ｆ医師、Ｇ医

師及びＨ医師の意見、既往症の術前・術後の画像及び請求人の業務内容を

総合的に分析した結果に基づくものであって、その信用性は高いものであ

ると判断する。 

（３）したがって、決定書理由に説示するとおり、本件傷病は本件災害によるもの

とはいえず、腰痛の認定基準及び上肢障害の認定基準の要件をいずれも満たし

ていないことから、本件傷病は業務上の事由によるものということはできない。 

（４）なお、請求人のその他の主張についても子細に検討したが、上記判断を左右

するに足るものは見いだせなかった。 

３ 結  論 

以上のとおり、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、

請求人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 

 

令和２年３月６日 

 


